
－101－

平成２６年第１回砂川市議会定例会

平成２６年３月１３日（木曜日）第４号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１３号 株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一

部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５号 砂川市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１９号 砂川市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について

議案第２３号 市道路線の認定について

議案第 ７号 平成２６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２６年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１３号 株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一

部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定につ

いて
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議案第１４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５号 砂川市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１９号 砂川市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について

議案第２３号 市道路線の認定について

議案第 ７号 平成２６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２６年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１３名）

議 長 東 英 男 君 副議長 飯 澤 明 彦 君

議 員 一ノ瀬 弘 昭 君 議 員 増 山 裕 司 君

増 井 浩 一 君 水 島 美喜子 君

多比良 和 伸 君 土 田 政 己 君

小 黒 弘 君 北 谷 文 夫 君

尾 崎 静 夫 君 沢 田 広 志 君

辻 勲 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会委員長 中 村 吉 宏

砂 川 市 監 査 委 員 奥 山 昭

砂川市選挙管理委員会委員長 其 田 晶 子

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 奥 山 俊 二

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。
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副 市 長 角 丸 誠 一

市 立 病 院 長 小 熊 豊

総 務 部 長
湯 浅 克 己

兼 会 計 管 理 者

市 民 部 長 高 橋 豊

経 済 部 長 佐 藤 進

経 済 部 審 議 監 田 伏 清 巳

建 設 部 長 金 田 芳 一

建 設 部 審 議 監 古 木 信 繁

建 設 部 技 監 山 梨 政 己

市 立 病 院 事 務 局 長 小 俣 憲 治

市 立 病 院 事 務 局 審 議 監 氏 家 実

総 務 課 長 安 田 貢

政 策 調 整 課 長 熊 崎 一 弘

３．砂川市教育委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 長 井 上 克 也

教 育 次 長 和 泉 肇

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 局 長 中 出 利 明

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 湯 浅 克 己

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 佐 藤 進

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 河 端 一 寿

事 務 局 次 長 高 橋 伸 二

事 務 局 主 幹 佐 々 木 純 人

事 務 局 係 長 杉 村 有 美
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 東 英男君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１３号 株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件

を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の

制定について

議案第１４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

議案第１５号 砂川市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１９号 砂川市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１７号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２０号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について

議案第２３号 市道路線の認定について

議案第 ７号 平成２６年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会計予算

議案第１０号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１１号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１２号 平成２６年度砂川市病院事業会計予算

〇議長 東 英男君 日程第１、議案第１３号 株式会社砂川振興公社に関し議会の議決

すべき事件を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１６号 砂川市障

害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議

案第１８号 砂川市中小企業等振興条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１

４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１５号 砂川市青

少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 砂川市社会教

育委員の定数及び任期に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１７号
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砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第２０号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更について、議案第

２３号 市道路線の認定について、議案第７号 平成２６年度砂川市一般会計予算、議案

第８号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計予算、議案第９号 平成２６年度砂川

市下水道事業特別会計予算、議案第１０号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計予算、

議案第１１号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１２号 平成２

６年度砂川市病院事業会計予算の１５件を一括議題とします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 私から議案第１３号、議案第２０号についてご説明

を申し上げます。

初めに、議案第１３号 株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める条

例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。

改正の理由は、地方自治法の規定による議会の議決すべき事件について、定住自立圏形

成協定の締結等を加えるため、株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件を定め

る条例の一部を改正しようとするものであります。

地方自治法第９６条第２項の規定により、議会の議決すべき事件について条例で定める

ことができるものとされており、これまで株式会社砂川振興公社の株主総会における議決

権の行使について議決する事件として条例で定めておりましたが、今般、定住自立圏形成

協定の締結等について議会の議決が必要となることから、条例の一部を改正しようとする

ものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。株式会社砂川振興公社に関し議

会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につき

ましては３ページ、議案第１３号附属説明資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。

向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダー

ラインを表示しております。

題名、「株式会社砂川振興公社に関し議会の議決すべき事件を定める条例」を「砂川市

議会の議決すべき事件を定める条例」に改めるものであります。

第１条は、趣旨の定めであり、「株式会社砂川振興公社（以下「公社」という。）に関

し」を削るものであります。

第２条は、議決すべき事件の定めであり、全文を改めるもので、第１号として市が株式

会社砂川振興公社の株主総会において「定款の変更」、「会社の合併」、「会社の解散」

について議決権を行使すること、第２号として市が定住自立圏形成協定を締結し、若しく

は変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告することとするものであります。

第３条は、委任の定めでありますが、これを削るものであります。
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附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。

続きまして、議案第２０号 砂川市過疎地域自立促進市町村計画の変更についてご説明

を申し上げます。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項の規定に基づき、砂川市過疎地域自立促進市

町村計画を変更することについて議会の議決を求めるものであります。

計画の変更につきましては、過疎対策事業債が過疎地域自立促進市町村計画に基づいて

実施する事業を対象とするとされており、計画に登載されていない新たな事業を追加する

ため、変更を行うものであります。

過疎地域自立促進特別措置法第６条第７号の規定により、事前に北海道と協議を行った

後に議会の議決が必要とされており、このたび北海道との協議が調いましたので、計画の

変更について議会の議決を求めるものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市過疎地域自立促進市町村

計画（案）でありますが、初めにし尿の処理について、石狩川流域下水道組合の奈井江浄

化センターにし尿を直接投入できる前処理施設を建設しており、その経費を汚泥等受入施

設建設事業負担金として負担するものであり、この負担金が過疎対策事業債の対象となる

予定であることから、４、生活環境の整備の（３）、計画の表中、自立促進施策区分の３、

生活環境の整備に新たに事業名、「（３）廃棄物処理施設 し尿処理施設」を、事業内容

に「汚泥等受入施設建設事業負担金」を、事業主体に「組合」を追加するものであります。

次に、公民館について、耐震診断の結果に基づき耐震改修事業を実施することとしたこ

とから、７、教育の振興の（３）、計画の表中、自立促進施策区分の６、教育の振興の事

業名、（３）、集会施設、体育施設等に「公民館」を、事業内容に「公民館耐震改修事

業」を、事業主体に「砂川市」を追加するものであります。

次に、コミュニティ活動支援事業補助金について、町内会に対するコミュニティ活動支

援事業であり、過疎地域自立促進特別事業、いわゆる過疎ソフト事業として対象となるこ

とから、１０、その他地域の自立促進に関し必要な事項の（３）、計画の表中、自立促進

施策区分の９、その他地域の自立促進に関し必要な事項の事業名、市民参画及びコミュニ

ティ推進事業（過疎地域自立促進特別事業）に事業内容、「地域コミュニティ活動支援事

業補助［内容］町内会による地域活動や地域の身近な課題解決に向けた取り組みへの支援

［必要性］地域コミュニティの充実・強化を図り、市民と市との協働のまちづくりを推進

する必要がある［効果］自主的な地域コミュニティ活動が促進され、協働のまちづくりの

意識が高まり、協力体制の強化につながる」を、事業主体に「砂川市」を追加するもので

あります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 市民部長。
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〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 議案第１６号 砂川市障害程度区分審査会の委員の

定数等を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律の施

行に伴い、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改めるため、本条例の一部を改正しよ

うとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市障害程度区分審査会の委員の定数等

を定める条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、

附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正

後となっております。改正部分につきましては、アンダーラインを表示しております。

現行「砂川市障害程度区分審査会の委員の定数等を定める条例」を改正後は「砂川市障

害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例」に改めるものであり、第１条は審査会の

委員の定数の定めであり、「砂川市障害程度区分審査会」を改正後は「砂川市障害支援区

分審査会」に改めるものであります。

附則として、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものであります。

第２項は、砂川市特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例の一部

を次のように改正するものであり、別表（第２条関係）中「障害程度区分審査会委員」を

「障害支援区分審査会委員」に改めるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 経済部長。

〇経済部長 佐藤 進君 （登壇） 議案第１８号 砂川市中小企業等振興条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、市内中小企業等を取り巻く経営環境が依然厳しい状況であることから、

中小企業等への支援をより強化することによって、中小企業等の健全な発展に寄与し、市

内全体の経済活動の活性化を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市中小企業等振興条例の一部を改正す

る条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、附属説明資料新旧対照表でご

説明申し上げます。表の左側が現行で、右側が改正後となっており、改正部分につきまし

てはアンダーラインで表示しております。

第１２条は、資金の融資を規定しており、現行の欄、第３項中「、同項第１号の融資に

係る信用保証料の２分の１並びに同項第２号の」とあるのを「当該」に、「信用保証料の

全部」とあるのを「信用保証料」に改めるものであります。

附則といたしまして、第１項は施行期日で、この条例は、平成２６年４月１日から施行

するものであり、第２項は経過措置で、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の

砂川市中小企業等振興条例の規定により資金の融資を受けている者については、なお従前

の例によると規定するものであります。
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以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。

〇建設部長 金田芳一君 （登壇） 私から議案第１４号と議案第２３号についてご説明

申し上げます。

初めに、議案第１４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。

改正の理由は、エネルギー使用の合理化に関する法律の一部が改正されたことに伴い、

同法を引用する別表の規定の整理を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであ

ります。

次ページをお開き願います。砂川市手数料条例の一部を改正する条例でありますが、改

正の内容につきましては３ページ、附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。

表の左が現行、右が改正後となっており、改正部分にはアンダーラインを表示しておりま

す。

別表第２の第３３項は、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の定めであり、イの現

行「エネルギー使用の合理化に関する法律」を改正後は「エネルギー使用の合理化等に関

する法律」に改めるものであります。

５ページをお開き願います。第３４項は、低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

の定めであり、ウの現行「エネルギー使用の合理化に関する法律」を改正後は「エネルギ

ー使用の合理化等に関する法律」に改めるものであります。

８ページをお開き願います。附則として、この条例は、平成２６年４月１日から施行す

るものであります。

以上、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第２３号 市道路線の認定についてご説明申し上げます。

市道路線の認定ですが、路線名、「砂川ＳＡスマートインター線」で、起点が道道砂川

歌志内線から終点を北光３３４番１地先までを認定するもので、路線の延長は３０６メー

トルでございます。これは、平成２７年度供用開始予定のスマートインターチェンジとの

接続道路として維持管理を行うための新規認定でございます。

３ページには、附属説明資料といたしまして認定路線の図面を添付しておりますので、

お目通しをいただき、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 教育次長。

〇教育次長 和泉 肇君 （登壇） 私から議案第１５号及び第１９号についてご説明申

し上げます。

初めに、議案第１５号 砂川市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。

改正の理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法
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律の整備に関する法律の施行に伴う地方青少年問題協議会法の改正により、青少年問題協

議会の会長及び委員の資格の基準を市の条例で定めるため、本条例の一部を改正しようと

するものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市青少年問題協議会条例の一部を改正

する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１５号附属説明資料

の新旧対照表でご説明申し上げます。左が現行、右が改正後となっており、改正部分には

アンダーラインを付しております。

第２条は、組織の規定であり、「市長、市議会議員」を「教育委員会教育長」に、「学

識経験のある」を「青少年の指導、育成等に係る組織団体において活動する」に、「１５

人以内」を「１３人以内」に改めるものであります。

第３条は、会長及び副会長の規定であり、「市長」を「教育委員会教育長」に改めるも

のであります。

附則として、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げます。

続きまして、議案第１９号 砂川市社会教育委員の定数及び任期に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う社会教育法の改正により、社会教育委員の委嘱の基準

を市の条例で定めるため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市社会教育委員の定数及び任期に関す

る条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第

１９号附属説明資料の新旧対照表でご説明申し上げます。左が現行、右が改正後となって

おり、改正部分にはアンダーラインを付しております。

題名を「砂川市社会教育委員条例」に改めるものであります。

新たに第２条を加え、「委員は、次に掲げる者の中から委嘱するもの」とし、第１号と

して「学校教育の関係者」、第２号として「社会教育の関係者」、第３号として「家庭教

育の向上に資する活動を行う者」、第４号として「学識経験のある者」とするものであり

ます。

第２条を加えることに伴い、現行の第２条及び第３条をそれぞれ１条ずつ繰り下げるも

のであります。

附則として、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 議案第１７号 砂川市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げま
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す。

改正の理由でありますが、精神医療のニーズの高まりに対応するべく、入院医療から地

域生活への移行並びに精神病床の機能分化の推進等から病床数の変更を行い、効率的な病

棟運営を図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

２ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市病院事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例でありますが、説明につきましては３ページ、附

属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後

となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

現行第３条は、経営の基本の定めであり、現行「精神病床８８床」を改正後は「精神病

床８０床」に改め、現行「計５０６床」を改正後は「計４９８床」に改めるものでありま

す。

附則として、この条例は、公布の日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 総務部長。

〇総務部長 湯浅克己君 （登壇） 議案第７号 平成２６年度砂川市一般会計予算につ

いてご説明を申し上げます。

最初に、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算

であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１３億４，９００万円と定める

ものであります。この予算は、平成２５年度当初予算と比較いたしますと８，７００万円

の減となり、対前年比で０．８％の減となったところであります。

第２条は、継続費であります。８ページ、第２表、継続費に記載のとおり、総合体育館

耐震改修等工事５億２，７１０万１，０００円について、平成２５年度から２６年度まで

の２カ年の継続事業として総額及び年割額を定めるものであります。

第３条は、地方債であります。９ページ、第３表、地方債に記載のとおり、公営住宅建

設事業債以下４件について、限度額の合計を１０億１，８８０万円と定めるものでありま

す。

第４条は、一時借入金であります。一時借入金の借り入れの最高額を３０億円と定める

ものであります。

第５条は、歳出予算の流用であります。同一款内で各項の間の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合と定めるものであります。

それでは、内容の説明を申し上げますが、市政執行方針の３１ページに平成２６年度予

算大綱説明資料を添付しておりますので、これに沿って説明をしてまいります。歳出のほ

うから説明をいたしますので、３５ページをお開きいただきたいと存じます。予算書にお

きまして事業ごとに説明をしておりますので、説明資料につきましても同様な表示とした
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ところであります。説明資料につきましては、予算書のページを記載しておりますが、ペ

ージにつきましては省略をして説明をさせていただきます。また、各項目の頭に付してあ

る一つ丸は継続事業であり、二重丸及びアンダーラインを付してあるのは新規事業あるい

は臨時事業であります。なお、括弧内の数字は前年度予算額であります。それでは、二重

丸及びアンダーラインの事業を中心に説明をしてまいります。

１款議会費は１億４４６万９，０００円で、前年度と比較して６５５万１，０００円の

減であります。

２款総務費は３億４，６５７万１，０００円で、前年度と比較して２億１，９６２万１，

０００円の減となりますが、主な要因といたしましてはＰＣＢ廃棄処理等委託４，４５９

万９，０００円、防犯灯ＬＥＤ化工事６，８４０万円、戸籍の電子化関連９，３９９万８，

０００円、参議院議員選挙費１，３２６万４，０００円の減であります。

以下、新規事業や増減の主なものを申し上げます。５目財産管理費の一つ丸、財産管理

に要する経費で用地確定測量業務委託料１３９万７，０００円は市所有の未利用地を売却

するため用地確定測量を行う経費であり、擁壁撤去工事費１３４万円は東１条北１０丁目

の市有地において隣地との境界にある擁壁の一部が倒壊していることから、この擁壁を撤

去する経費であります。同じく一つ丸、庁舎の維持管理に要する経費で備品購入費２８０

万５，０００円は、会議室用の机、職員用の椅子の一部について傷みがひどいことから更

新をする経費であります。さらに、庁舎１階に配置されているＡＥＤ本体の耐用年数が経

過することから更新する経費であり、他の施設につきましても同様に耐用年数に応じて更

新をするものであります。同じく一つ丸、車両センターの管理に要する経費で屋根等改修

工事費９３０万円は、老朽化により傷みが激しく、屋根で雨漏りが発生することなどから、

屋根ふきかえ、外壁塗装を行う経費であります。同じく一つ丸、公用車の管理に要する経

費で備品購入費４８万６，０００円は、老朽化により性能が発揮できない公民館車庫に配

置されている洗車機を更新する経費であります。車両購入費２７２万８，０００円は、市

有車両耐用年数基準に基づき公用車２台を利用形態に応じて軽自動車に更新する経費であ

ります。

８目交通安全推進費の一つ丸、バス待合所の管理に要する経費で石山団地バス待合所解

体撤去工事費１７万８，０００円は、バス待合所の土地の所有者から撤去を求められたこ

とから解体撤去する経費であります。

１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費でネットワーク機器購入費１，

４４５万１，０００円は、イントラネットのサーバーの保守期間が終了することから更新

を行わなければならない状況となり、また財務会計システム、学校システムのサーバーに

ついても更新時期を迎えることから、サーバーを統一するとともに安定稼働を確保するた

め、二重化するなどしてシステムの稼働停止時間をなくすための機器構成として更新する

もので、用途に応じてイントラネットサーバー、財務会計サーバー、学校サーバーとして
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経費を案分することとしたものであり、イントラネットサーバー分の更新経費であります。

１２目電算管理費の一つ丸、財務会計システムに要する経費でネットワーク機器購入費

５８３万４，０００円は、財務会計サーバー分の更新経費であります。

１３目まちづくり推進費の二重丸、スマートインターチェンジの設置推進に要する経費

５８万円は、（仮称）砂川サービスエリアスマートインターチェンジに関する関係機関と

の協議を行うための経費であります。同じく二重丸、地域公共交通の検討に要する経費１

６万６，０００円は、砂川市に適した地域公共交通のあり方を検討するため設置した地域

公共交通会議において実証調査運行、住民ニーズ把握調査、バス乗降調査を実施したとこ

ろであり、この結果などをもとに協議を進め、生活交通ネットワーク計画を策定するため

の経費であります。同じく二重丸、定住自立圏構想の推進に要する経費２４万５，０００

円は、定住自立圏構想の取り組みとして滝川市と砂川市が複眼型の中心市として中心市宣

言を行ったことから、平成２６年度中に定住自立圏形成協定に基づいて推進する具体的な

取り組みを記載した定住自立圏共生ビジョンの策定を目指すこととし、策定に関し地域の

関係者の意見を反映させるため設置する共生ビジョン懇談会などに要する経費を中心市の

滝川市と砂川市で負担するもので、人口案分による砂川市負担分であります。

１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、旅券事務に要する経費で備品購入費３２万２，００

０円は、権限移譲により実施している旅券の交付事務に用いる窓口交付端末の保守期間が

終了したことから、広域連携により受託している１市２町の負担も受け更新する経費であ

ります。

２目農業委員会委員選挙費の二重丸、農業委員会委員選挙の執行に要する経費１７５万

６，０００円は、７月に実施が予定されております農業委員会委員選挙を執行する経費で

あります。

３款民生費は１９億３，４１６万２，０００円で、前年度と比較して１億３，７７６万

３，０００円の増となりますが、主な要因といたしましては臨時福祉給付金給付事業６，

９９５万６，０００円、まごころ商品券発行事業１，５５６万７，０００円、子育て世帯

臨時特例給付金給付事業１，９６６万円、精神障害者自立支援給付費２，５７２万４，０

００円の増であります。

１目社会福祉総務費の二重丸、臨時福祉給付金給付事業に要する経費６，９９５万６，

０００円は、消費税率等の引き上げに際し低所得者に与える負担の影響に鑑み、低所得者

に対する適切な配慮を行うため、１人当たり１万円を支給する経費であり、対象者は市民

税均等割が非課税の方及び市民税均等割が課税されている方に扶養されていない方であり

ます。同じく二重丸、まごころ商品券発行事業に要する経費１，５５６万７，０００円は、

臨時福祉給付金の支給にあわせ砂川市独自の事業として物価の上昇、消費税率等の引き上

げ、生活経費の増加等により影響を大きく受ける低所得者に対し福祉の向上並びに市内の

経済対策として１人当たり３，０００円の商品券を交付する経費であり、対象者の考え方
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は臨時福祉給付金と同じでありますが、引き続き４月１日現在居住している市民に対して

交付するものであります。同じく二重丸、住宅支援給付事業に要する経費１１６万８，０

００円は、住宅手当緊急特別措置事業が名称変更となったものであり、離職者であって就

労能力及び就労意欲のある方のうち住宅を喪失または喪失するおそれのある方に住宅支援

給付を支給する経費であります。同じく一つ丸、自立支援センターの維持に要する経費で

屋外鉄骨階段改修工事費４００万円は、入居団体の利用者が使用する屋外階段にさび、亀

裂等が発生し、危険な状況になっているため新たなものに取りかえる経費であります。同

じく二重丸、障害者地域生活支援に要する経費２５万円は、障害者等の理解を深めるため

の啓発活動としてフォーラムを開催する経費並びに障害者、その家族及び地域住民が行う

交流会、学習会、定例ミーティングの活動費を補助する経費であります。同じく一つ丸、

障害者福祉システムに要する経費で国保総合システム使用料１万９，０００円は、障害者

福祉システムと国保連合会のサーバーを接続し、給付費の支払いをするためのライセンス

の経費であります。同じく二重丸、障害者福祉計画策定に要する経費２８万１，０００円

は、障害者総合支援法により策定が義務づけられている障害福祉サービスの総量や確保の

方策を定めた障害福祉計画の平成２６年度までの第３期計画が終了するため、平成２７年

度から平成２９年度までの第４期計画を障害者地域自立支援協議会で協議し、策定する経

費であります。

５目老人福祉費の一つ丸、高齢者いきいき支え合い活動に要する経費で記念品５万円は、

地域包括支援センターの知名度向上を図るため愛称の募集を行い、最優秀賞などに対し副

賞を贈呈する経費であります。

７目ふれあいセンター費の一つ丸、ふれあいセンターの管理に要する経費でボイラー改

修工事費８７０万円は、開設以来２２年を経過し、故障により運転できない状況も発生し

ているボイラーを改修する経費であります。

１目児童福祉費の二重丸、子育て世帯臨時特例給付金給付事業に要する経費１，９６６

万円は、消費税率等の引き上げに際し子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世

帯の消費の下支えを図る観点から、平成２６年１月１日における１月分の児童手当受給者

から臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等を除いた方に対し、対象児童１人

につき１万円を支給する経費であります。同じく一つ丸、児童相談に要する経費で北海道

里親研修大会開催負担金２万円は、全道８地区の里親会が持ち回りで開催している北海道

里親研修会が本年度は岩見沢市で開催されることから、管内の市町などで負担する経費で

あります。同じく二重丸、子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費３２１万３，０

００円は、次世代育成支援地域行動計画が平成２６年度で終了し、新たに子ども・子育て

支援法に基づき子ども・子育て支援事業計画の策定が義務づけられたことから、各年度に

おける幼児期の学校教育、保育の量の見込み、実施しようとする学校教育、保育の提供体

制の確保の内容及びその時期などを定めるため、子ども・子育て会議において検討し、策
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定する経費であります。

次に、３６ページ、４款衛生費は５億７，０１３万５，０００円で、前年度と比較して

３，１９３万５，０００円の増となりますが、主な要因といたしましては管理等委託料の

増などによる砂川地区保健衛生組合負担金１，６３６万１，０００円の増、汚水処理施設

共同処理整備事業の負担金１，０３１万円の増であります。

２目予防費の二重丸、働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業に要する経費３７

３万円は、５年刻みの年齢を対象として無料クーポン券を配付してきた子宮頸がん、乳が

ん検診はクーポンの配付が一巡いたしましたが、国の特に働く世代の女性のがん対策を充

実させ、がん検診の受診と早期発見を促進するとの考え方に基づき、検診対象の初年度で

ある子宮頸がんは２０歳、乳がんは４０歳の方及びこれまで対象でありながら未受診であ

った方に無料クーポン券を送付するなどの経費であります。

４目環境衛生費の一つ丸、公衆浴場運営等補助金で公衆浴場設備整備費補助金２１万５，

０００円は、市内の公衆浴場がボイラーの改修工事を行ったことから、その費用について

北海道の補助金と同額を補助する経費であります。

１目ごみ処理費の一つ丸、ごみ収集処理に要する経費で地下タンク気密検査委託料６万

５，０００円は、ごみ処理場浸出水処理施設の灯油地下タンクの気密検査を実施する経費

であります。

２目し尿処理費の一つ丸、し尿収集処理に要する経費で石狩川流域下水道組合負担金６

２９万円は、石狩川流域下水道組合の下水道処理施設に併設して建設する汚水処理施設共

同処理整備事業について北海道が事業主体となる下水道を含めた共同処理を行うための事

業費を構成市町の負担割合に応じて負担する経費であり、汚泥等受入施設建設事業負担金

１，６１０万４，０００円は、この整備事業において構成市町が事業主体となる前処理施

設などの効果促進事業及び単独事業の事業費を構成市町の負担割合に応じて構成市町の代

表とした滝川市に対して負担する経費であります。

５款労働費は１，０７６万７，０００円で、前年度と比較して７９１万円の減となりま

す。主な要因といたしましては、重点分野雇用創出事業の終了による減であります。

６款農林費は９，０３８万３，０００円で、前年度と比較して４６９万１，０００円の

減となりますが、主な要因といたしましては森林整備加速化・林業再生事業２，３５１万

円の減、農業基盤整備促進事業補助金１，８５２万円の増であります。

１目農業委員会費の二重丸、機構集積支援事業に要する経費１２３万１，０００円は、

農地の中間受け皿となる農地中間管理機構の整備に伴い農地制度実施円滑化事業が名称変

更となったものであり、事務の適正実施、農地の有効利用を図るための事業などを行う経

費であります。

２目農業振興費の一つ丸、農業振興事業に要する経費で稲作農業振興補助金３５万３，

０００円は、付加価値の高い米の生産を促進し、稲作農業の経営安定を図るため、低たん
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ぱく米の生産に効果的である幼穂形成期後の珪酸資材の追肥に係る資材経費の一部を補助

する経費であります。同じく二重丸、多面的機能支払事業に要する経費３９４万３，００

０円は、農地・水保全管理支払事業を組みかえたもので、農業、農村の多面的機能の維持、

発揮を図るため、農業者等による組織が取り組む水路の泥上げ、農道の砂利の補充など地

域資源の基礎的な保全活動及び地域住民を含む組織が取り組む植栽等による景観形成など

農村環境の良好な保全活動等の共同活動を支援する経費であります。

３目農業基盤整備費の一つ丸、農業農村整備に要する経費で農業基盤整備促進事業補助

金１，８５２万円は、農業生産効率の向上を図り、農業競争力の強化を図るため農地の区

画狭小、排水不良など地域が有する課題の解決に向け、地域の事情に応じ区画拡大や暗渠

排水整備等の基盤整備を農業者の自力施工も活用しつつ支援する経費であります。

１目林業振興費の二重丸、未来につなぐ森づくり推進事業補助金１１１万７，０００円

は、森林資源の循環利用と造林事業の促進を目的として伐採後の確実な植林や伐採跡地へ

の植林を進めるため、森林所有者の負担軽減策として北海道の補助にあわせて支援をする

経費であります。

７款商工費は１億１，３５７万２，０００円で、前年度と比較して１９３万円の増とな

ります。

１目商工振興費の一つ丸、商工業振興対策に要する経費で農商工連携促進補助金２０万

円は、地域経済の活性化と地域産業の振興に寄与するため、市内の農業者、商工業者間の

連携を図り、地元の農産品を活用した新商品化に向けた原材料購入費及び研究費を助成す

る経費であります。プレミアム商品券発行事業補助金３００万円は、市内における消費の

喚起と地域経済の活性化を図るため、商工会議所が実施するプレミアム商品券発行事業に

対して１セット１万円につき２，０００円のプレミアをつけ、２，５００セット発行する

経費の一部を助成する経費であります。商店会連合会商品券発行事業補助金２００万円は、

商店街での消費拡大につなげ、商店街の活性化を図るため、砂川商店会連合会が実施する

夏のトリプルチャンス抽せん会及びウインターチャンスセールにおける商品券の発行事業

並びにＮＰＯ法人ゆうのイベントと連携した割引券つきのチラシの配布による回遊事業に

対し助成する経費であります。同じく二重丸、まちなか集客施設の運営管理に要する経費

１０２万４，０００円は、市立病院や地域交流センターゆうなどから中心市街地への回遊

動線を創出するため設置したまちなか集客施設ＳｕＢＡＣｏにおいて商店情報の発信を行

うとともに、作品展示などを行い、憩い及び休息の場として集客し、商店街のにぎわい創

出と活性化を図るための施設に係る維持管理費、備品購入費などの経費であります。同じ

く二重丸、地域おこし協力隊に要する経費１，０８０万４，０００円は、商工会議所及び

観光協会からニーズのあった地域ブランド及び観光資源の新たな発掘、中心市街地のまち

なか集客施設の管理運営のために活動する地域おこし協力隊の隊員３名の報酬などの人件

費、住宅の借り上げ料のほか、車の借り上げ料、備品購入費などの活動経費であります。
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２目企業誘致費の一つ丸、東京砂川会に要する経費で３０周年記念品２６万円は、東京

砂川会が創立３０周年を迎えることから総会の参加者に記念品を贈呈するための経費であ

ります。

次に、３７ページ、８款土木費は１１億２，９５９万５，０００円で、前年度と比較し

て９，３６３万円の減となりますが、主な要因につきましては石山団地建設事業１億８，

０５５万７，０００円の減、道路橋梁の修繕工事４，８６０万円の増などであります。

２目道路橋梁維持費の一つ丸、道路橋梁の維持に要する経費で路面性状調査委託料３２

０万円は、舗装道路の老朽化が進んでいることから、計画的な舗装修繕を行うため調査す

る経費であります。道路附属物点検委託料８４０万円は、道路の附属物である道路照明の

老朽化による倒壊などを防ぐため点検を行うことで修繕の必要箇所を把握するとともに、

必要に応じて応急処置を実施する経費であります。同じく二重丸、道路橋梁の修繕工事費

６，６６０万円は、近年の集中豪雨により被害の出た道路について排水管の新設等を行う

雨水対策工事４路線、舗装補修工事１路線、歩道補修工事１路線に係る工事費、委託料及

び補償費であります。同じく一つ丸、流雪溝の維持管理に要する経費で取水ポンプ場機械

設備整備修繕委託料２，２００万円は、北海道電力砂川発電所内にある流雪溝の取水ポン

プに能力の低下が見られ、市民による投雪作業に支障が出ることが懸念されることから、

国、北海道の負担割合に応じた負担を受け修繕を実施する経費であります。

３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費４億６６３万円は、記載の

とおり改良舗装工事１０路線、新設工事１路線に係る工事費、委託料、補償費に加え、来

年度以降に工事を予定している７路線の委託料であります。また、街路灯設置工事として

車両通行の安全を確保するため、交差点にＬＥＤの街路灯８灯を設置する経費であります。

１目河川費の二重丸、護岸改修事業費６５０万円は、大雨により護岸が崩落したことか

ら、農地を守るために実施する奈江豊平川の護岸改修工事費であります。

１目市営住宅管理費の一つ丸、改良住宅の管理に要する経費で工事請負費１億２，０６

０万円は、長寿命化を図る宮川中央団地屋根・外壁改善工事、宮川中央団地排水管改修工

事、団地内公園の再整備を図る宮川中央団地公園環境整備工事、共同施設の長寿命化及び

福祉対応を図る宮川中央団地集会所改善工事を行う経費であります。

２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費２，３９０万円は、

高齢者等の安心で安全な住まいの実現、安心して住み続けられる住まいづくりと居住環境

の向上、定住促進とまちなか居住への誘導を図るとともに、地元企業の利用促進に寄与す

ることを目的として高齢者等安心住まいる住宅改修補助金２００万円、永く住まいる住宅

改修補助金６９０万円、まちなか住まいる等住宅促進補助金１，５００万円の助成を実施

する経費であります。同じく二重丸、老朽住宅除却費補助金１００万円は、住環境の向上

及び市民の安全と安心の確保を図るため、現行の耐震基準の適用前に建築された老朽住宅

の除却を地元企業により実施した場合、除却費用の一部を助成する経費であります。同じ
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く二重丸、住宅用太陽光発電システム導入費補助金１２０万円は、地球温暖化対策及び環

境保全意識の高揚のため、自然エネルギーの普及促進を図ることを目的とし、機器設置費

用の一部を助成する経費であります。同じく二重丸、空き家等の適正管理に要する経費２

万６，０００円は、砂川市空き家等の適正管理に関する条例が施行されることから、市長

の諮問に応じ条例の規定による措置について審議するため、空き家等審議会を設置する経

費であります。同じく二重丸、住生活基本計画策定に要する経費３６２万円は、長期的な

視点による住宅施策の基本目標、基本的な展開方向及び具体的な推進施策を示す砂川市住

宅マスタープランが計画期間を終えることから、住宅事情等にかかわる現状分析から住宅

施策の基本的方向を定め、住宅施策を体系的に推進するための指針となる砂川市住生活基

本計画を策定する経費であります。

９款消防費は３億７，２８９万９，０００円で、前年度と比較して２，２８３万８，０

００円の減となりますが、主な要因につきましては高規格救急自動車購入費、人件費の減、

水槽つき消防ポンプ自動車購入費の増などによる砂川地区広域消防組合負担金１，７２３

万１，０００円の減によるものであります。

２目災害対策費の一つ丸、災害対策に要する経費で備品購入費５９万９，０００円は、

地震災害等が発生した場合などにおいて市役所庁舎が使用できない状況になった場合には、

災害の種類に応じて災害対策本部を移転して設置することが必要となることから、移転先

で会議等を開催するための機器の整備を図るもので、資料等のバックアップをするほか、

インターネット接続などの通信機能を備えたパソコン及びタブレット端末等を購入する経

費であります。備蓄品購入費３７４万７，０００円は、災害発生時において被災して避難

した住民の生命の安全を確保するため、緊急的かつ応急的に必要となる物資及び停電時の

対応を図ることができる資材を購入して備蓄する経費であります。

次に、３８ページ、１０款教育費は８億４，３１６万１，０００円で、前年度と比較し

て１億６，２９９万９，０００円の増となりますが、主な要因につきましては小中学校の

改修工事４，５６９万４，０００円の増、公民館の耐震改修等実施設計委託１，９７５万

９，０００円の増、総合体育館の耐震改修等工事７，３３０万９，０００円の増、図書館

の空調設備改修工事２，５８０万円の減であります。

２目事務局費の一つ丸、教育関係団体に要する経費で北海道公立文教施設整備期成会負

担金２，０００円は、空知義務教育施設整備促進期成会の開催に伴い、空知義務教育施設

整備促進期成会が負担していた北海道公立文教施設整備期成会負担金を直接納付するため

の経費であります。第５地区教科用図書採択協議会負担金９万４，０００円は、平成２７

年度から小学校で使用する教科用図書の採択について共同で行う費用を負担する経費であ

ります。

１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費でバスケットゴール点検委託料１

０万８，０００円、照明器具点検委託料４万９，０００円は、文部科学省が定めた学校施
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設における天井等落下防止対策に基づき体育館のバスケットゴール、照明器具について専

門業者による目視点検を実施する経費であります。校舎内床ワックス塗布委託料６７万３，

０００円は、児童のけが防止と床の延命化を図るため中央小学校の体育館、廊下について

実施する経費であります。工事請負費４，００２万４，０００円は、水道管の腐食などで

水漏れが発生するなど給排水設備の老朽化が著しいため実施する砂川小学校の給排水設備

改修工事、経年劣化が進んでいる体育館の暗幕の取りかえを実施する砂川小学校及び北光

小学校暗幕改修工事、老朽化が進み危険となったことから撤去した遊具にかわり、新たに

遊具を設置する北光小学校及び空知太小学校遊具設置工事、塗装の劣化により凍害等が著

しいプール上屋を塗装する空知太小学校プール改修工事、故障が発生した場合に部品の供

給がなされない状況にあるＦＦ石油暖房機を更新する空知太小学校校舎暖房機改修工事を

実施する経費であります。ネットワーク機器購入費２３２万１，０００円は、イントラネ

ットサーバーの更新にあわせて行う学校サーバーの小学校分の更新経費であります。

２目小学校教育振興費の二重丸、社会科副読本に要する経費１３６万円は、小学校３年、

４年生の社会科の授業において砂川市の歴史等を学ぶために必要となる副読本「すなが

わ」を改訂する経費であります。

１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費でバスケットゴール点検委託料４

万４，０００円、照明器具点検委託料１３万円は、小学校と同様に体育館のバスケットゴ

ール、照明器具について専門業者による目視点検を実施する経費であります。工事請負費

９５０万円は、老朽化が著しく放送に支障が生じている放送室などの機器を更新する石山

中学校放送設備改修工事、装置の老朽化により故障が頻発している暖房機の操作盤、遠方

監視盤を更新する石山中学校屋体暖房機制御盤改修工事を行う経費であります。ネットワ

ーク機器購入費９２万８，０００円は、イントラネットサーバーの更新にあわせて行う学

校サーバーの中学校分の更新経費であります。

１目社会教育費の二重丸、社会教育活性化事業に要する経費８５万２，０００円は、百

人一首の取り組みを活動の手段として公民館を核に学びのきっかけをつくり、その成果を

生かしながらさまざまな団体と連携して活動の輪を広げ、誰もが楽しみながら地域で活動

できる体制づくりを整備するための講演会の開催、ＰＲ活動などの経費であります。同じ

く一つ丸、地域交流センターの運営管理に要する経費で反響盤設置バトン昇降電動化工事

費８４９万８，０００円は、大ホールの仮設反響盤を設置するためのバトンについて安全

性を確保するため電動化工事を行う経費であります。備品購入費５１万６，０００円は、

受信状態の悪いワイヤレスマイク及びＡＥＤ本体を更新する経費であります。

２目公民館費の二重丸、公民館の耐震化に要する経費１，９７５万９，０００円は、耐

震診断の結果、耐震性が不足している公民館について耐震補強工事及び老朽化により更新

が必要な設備等の改修工事行うため実施設計を行う経費であります。

３目図書館費の一つ丸、子ども読書活動推進事業に要する経費で車借り上げ料５万４，
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０００円は、子ども読書活動ボランティアを対象とした先進地視察研修事業を実施するた

めのバス借り上げの経費であります。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、体育振興及び指導に要する経費でスポーツ振興会議

委員報償９万円は、スポーツ基本法に基づくスポーツ推進計画の策定に向けた検討を進め

るためスポーツ振興会議を設置する経費であります。市民体育祭事業交付金５９万４，０

００円は、これまでＮＰＯ法人ゆうが生涯学習振興協会から引き継いで業務を進めていた

市民体育祭について、教育委員会が主体となって実施することになったことによる経費で

あります。

２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費でバスケットゴール購入費７

８８万４，０００円は、老朽化が進んでいるとともに高さ調整ができず、ミニバスケット

ボールに対応していない移動式のバスケットゴールを更新する経費であります。同じく二

重丸、総合体育館の耐震化に要する経費３億２９５万７，０００円は、利用者の安全確保、

防災機能の強化を図るための耐震補強、アスベストの除去にあわせて実施する老朽化の著

しい暖房設備、照明設備、外壁などを改修する経費であります。

１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で厨房用ボイラー等改修工

事費１，８４０万円は、故障が発生し、内部の腐食も進んでいる厨房用ボイラーの更新及

び衛生管理を図るため調理場内の手洗い設備を改修する経費であります。備品購入費２６

２万２，０００円は、使用から１５年を経過し、損耗が激しく、衛生管理上支障を来して

いるため、丸型二重保温食缶、調味料用食缶、オーブン用の天板を更新するなどの経費で

あります。

１１款公債費は１５億２，０４４万８，０００円で、前年度と比較して１億１，３５９

万６，０００円の減となります。

次に、３９ページ、１２款諸支出金は２９億７３５万１，０００円で、前年度と比較し

て１億５４８万３，０００円の増となります。

３目病院会計繰出金は、１億３，４８９万５，０００円の増となりますが、地方交付税

の算定における過疎債の償還分などの普通交付税分、特別交付税分の増が主な要因であり

ます。

１３款職員費は１４億４８万７，０００円で、前年度と比較して５，８２７万３，００

０円の減となりますが、主な要因につきましては退職手当組合納付金など共済費４，１４

０万円の減であります。

以上が歳出であります。

次に、歳入について申し上げますが、戻っていただきまして、３１ページをごらんいた

だきたいと存じます。主なもののみ説明をしてまいります。１款市税は２０億３，６１７

万４，０００円で、前年度と比較して３，９９１万９，０００円の増となりますが、主な

要因につきましては個人市民税で個人所得が上向き傾向にあることに加え、東日本大震災



－120－

を契機に地方公共団体が実施する防災、減災のための施策に要する費用の財源を確保する

ため、均等割額を５００円加算することなどにより１，１００万６，０００円の増、法人

市民税で業績の回復などにより２，１２７万円の増、市たばこ税で９７２万６，０００円

の増であります。

６款地方消費税交付金は２億２，４２３万４，０００円で、前年度と比較して３，０６

６万７，０００円の増となりますが、本年４月からの消費税の税率改正にあわせ地方消費

税も１％から１．７％に改正されたことなどによる増であります。

次に、３２ページ、１０款地方交付税は４７億９００万円で、前年度と比較して１億３，

３００万円の増となりますが、地方財政計画では地方交付税は前年度比１，７６９億円の

減額となったところであり、普通交付税は昨年実績などをもとにして国で示された推計伸

び率を用いた算定では減となりましたが、起債償還分の増により前年度比８，３００万円

の増としたところであり、特別交付税は市立病院が増加傾向にあることから５，０００万

円の増としたところであります。

次に、３３ページ、１４款国庫支出金は１２億６，３０６万９，０００円で、前年度と

比較して８，５７１万３，０００円の増となります。

１目民生費国庫負担金で精神障害者福祉費１，３５８万２，０００円の増は、自立支援

給付費の増であります。

１目土木費国庫補助金で社会資本整備総合交付金事業費３，９８２万２，０００円の減

は、石山団地建設事業の減、道路整備事業の増が主なものであります。

２目教育費国庫補助金で社会資本整備総合交付金事業費２，７６１万１，０００円の増

は、公民館及び総合体育館耐震改修等事業の増であります。

３目民生費国庫補助金で児童福祉費１，３８８万１，０００円の増は、子育て世帯臨時

特例給付金給付事業によるものであり、社会福祉総務費７，００９万６，０００円の増は

臨時福祉給付金給付事業費によるものであります。

１５款道支出金は４億７，４５３万２，０００円で、前年度と比較して２，８０７万５，

０００円の減となります。

３目農林費道補助金で農業基盤奨励費１，８５２万円の増は農業基盤整備促進事業費に

よるものであり、林業奨励費２，２８２万５，０００円の減は森林整備加速化・林業再生

事業の中止によるものであります。

３目土木費道委託金で道営住宅管理費の８４６万７，０００円の皆減は、道営住宅の指

定管理の受託終了によるものであります。

１８款繰入金は３，０２２万円で、前年度と比較して１億９，６４８万８，０００円の

減となりますが、主な要因につきましては財政調整基金繰入金１億９，４９４万９，００

０円の減であります。

次に、３４ページ、２０款諸収入は８億７，５７５万７，０００円で、前年度と比較し
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て２，４１２万２，０００円の増となりますが、主な要因ににつきましてはスポーツ振興

くじ助成金６００万円、流雪溝施設整備負担金１，７６０万円の増であります。

２１款市債は１０億１，８８０万円で、前年度と比較して１億６，３６０万円の減とな

りますが、主な要因につきましては土木債で公営住宅建設事業債１億５２０万円の減、過

疎対策事業債で道路整備事業債２，８１０万円の減、し尿処理施設整備事業債１，６１０

万円の増、総合体育館耐震改修事業債１億６４０万円の増、総合体育館太陽光発電整備事

業債１，１３０万円の増、臨時財政対策債１，３８０万円の減、教育債で公共事業等債４，

０１０万円、緊急防災・減災事業債１億８０万円の皆減が主なものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２０２ページ以降には給与費明細書、継続費に関す

る調書、債務負担行為に関する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高

覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 議案第８号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩します。

休憩 午前１１時０７分

再開 午前１１時１７分

〇議長 東 英男君 休憩中の会議を開きます。

理事者の提案説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 高橋 豊君 （登壇） 私から議案第８号、議案第１０号及び議案第１１号

についてご説明申し上げます。

初めに、議案第８号 平成２６年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申

し上げます。

予算書の２１７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ２５億６，４６３万円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定めるもので

あります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができるも

のと定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。２５２ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比２４１万３，０００円の増は、主に一

つ丸、一般管理事務に要する経費のうち給料等の増及びアンダーラインを付しております

高額療養費限度額等の制度改正に伴う電算システムの改修委託料１９４万３，０００円に

よるものであります。

２５４ページをお開き願います。３項１目特別対策事業費で一つ丸、医療費適正化対策
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に要する経費のうちアンダーラインを付しております健康診断データ分析ソフト使用料に

つきましては、保守点検委託料からの費目変更によるものであります。

２５８ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費で

対前年比７，７００万円の減、２目退職被保険者等療養給付費で対前年比１００万円の増、

３目一般被保険者療養費で対前年比４０万円の減。２６０ページになります。２項１目一

般被保険者高額療養費で対前年比４，０００万円の減、２目退職被保険者等高額療養費で

対前年比３８０万円の増は、それぞれ平成２５年度の決算見込み額と同額程度を見込んだ

ことによるものであります。

２６２ページをお開き願います。３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金

で対前年比２６万７，０００円の増は、主に加入者１人当たりの負担額単価の増によるも

のであります。

２６８ページをお開き願います。６款介護納付金、１項１目介護納付金で対前年比７２

３万３，０００円の減は、第２号被保険者の減及び平成２４年度の精算分過誤調整による

ものであります。

２７０ページをお開き願います。７款共同事業拠出金で対前年比３５４万３，０００円

の増は、平成２４年度以前分の医療費割等の精算によるものであり、１項１目高額医療費

共同事業医療費拠出金で１３９万円の減、３目保険財政共同安定化事業医療費拠出金で４

９３万３，０００円の増によるものであります。

２７２ページをお開き願います。８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で一

つ丸、特定健康診査等に要する経費のうちアンダーラインを付しております賃金１０６万

円につきましては、臨時保健師配置に係る補助事業の変更による費目更正によるものであ

ります。

２８０ページお開き願います。１２款前年度繰り上げ充用金４，９５０万円につきまし

ては、平成２５年度の収支不足を補うものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては２２３ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款国民健康保険税は３億２，６５３万１，０００円で、対前年比１，０９０

万７，０００円の減は、主に一般被保険者国民健康保険税の減によるものであります。

２款国庫支出金は５億４，５３５万８，０００円で、対前年比８，９７７万４，０００

円の減は、主に療養給付費等負担金の減によるものであります。

３款療養給付費等交付金は１億６，７００万１，０００円で、対前年比１，３００万円

の増は、医療費の増によるものであります。

４款前期高齢者交付金は８億８，５００万円で、対前年比１億４００万円の増は、対象

医療費の増及び平成２４年度の精算によるものであります。

５款道支出金は１億２，２８５万７，０００円で、対前年比３９８万４，０００円の減

であります。
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７款共同事業交付金は２億８，１００万円で、対前年比１億９００万円の減は、交付金

の算定ルールに伴う減であります。

８款繰入金は１億５，６５０万１，０００円で、対前年比６１０万８，０００円の減は、

主に一般会計繰入金の減によるものであります。

１０款諸収入は８，０３７万９，０００円で、対前年比２，１９３万８，０００円の減

は、主に収支不足分を補填する雑入の減によるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の２８４ページから２９１ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 平成２６年度砂川市介護保険特別会計予算についてご説明

申し上げます。

予算書の３３９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億３，１３９万円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金で、一時借入金の借り入れの最高額は１億円と定めるものであり

ます。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における、同一款内でのこれらの経費の各項の間の金額を流用することができると

定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３６６ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費の二重丸、事業計画策定に要する経費６４万２，

０００円は、平成２７年度から平成２９年度までの３カ年の第６期介護保険事業計画策定

に要する経費であります。

３７０ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で

対前年比１，６１７万７，０００円の増は、通所介護における利用者増等によるものであ

ります。

２目地域密着型介護サービス給付費で対前年比８２３万４，０００円の減は、認知症高

齢者グループホームの利用者減等によるものであります。

３目施設介護サービス給付費で対前年比１，６０３万６，０００円の増は、介護療養型

医療施設における利用者増等によるものであります。

３７６ページをお開き願います。５項１目特定入所者介護サービス費で対前年比５４４

万３，０００円の増は、負担給付費が増加していることによるものであります。

３８０ページをお開き願います。３款基金積立金で対前年比４万３，０００円の増は、

介護給付費準備基金積立金の増に伴う利息の増によるものであります。

３８２ページをお開き願います。４款地域支援事業費、１項１目二次予防事業費で対前

年比１６０万６，０００円の増は、主に一つ丸、二次予防事業費に要する経費のうち二次

予防事業対象者把握事業委託料の増及びアンダーラインを付しております通年型介護予防
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教室として行ういきいきシニアプログラム事業運動指導委託料５１万９，０００円であり

ます。

３８４ページをお開き願います。１項２目一次予防事業費で対前年比１２２万７，００

０円の増は、主に一つ丸、一次予防事業費に要する経費のうちふれあいセンター講座数増

による講師謝礼の増及びアンダーラインを付しております通年型介護予防教室として行う

いきいきシニアプログラム事業運動指導委託料の一次予防事業費分の５１万９，０００円

であります。

３８６ページをお開き願います。２項１目包括的支援事業費で対前年比１３８万８，０

００円の減は、地域包括支援センター業務委託料の減であります。

２項２目任意事業費で対前年比６６８万１，０００円の増は、主にアンダーラインを付

しております認知症地域支援業務委託料５０９万４，０００円の増であります。昨年度ま

で全額国庫補助の認知症施策総合推進業務委託料として地域包括支援センターに認知症地

域支援推進員を配置し、認知症疾患医療センターである砂川市立病院と連携を図りながら

認知症に対する医療と介護の連携強化及び地域における支援体制の強化を図ってきました

が、平成２６年度より地域支援事業の任意事業費に位置づけられたことによるものであり

ます。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３４５ページ、総括でご説明申し上げま

す。１款保険料は２億９，１９０万円で、対前年比２０９万円の増は、第１号被保険者の

増加によるものであります。

２款分担金及び負担金は３９２万６，０００円で、対前年比１３万１，０００円の増は、

主に紙おむつ利用券利用者自己負担金の増によるものであります。

３款国庫支出金は４億１，８９４万２，０００円で、対前年比１，１２３万３，０００

円の増、４款支払基金交付金は４億８，６２９万６，０００円で、対前年比１，３２４万

２，０００円の増、５款道支出金は２億６，６９４万８，０００円で、対前年比７９５万

４，０００円の増は、いずれも歳出の保険給付費に基づく国、診療報酬支払基金及び北海

道の負担ルール分に伴う増であります。

６款財産収入は基金運用利息であります。

７款繰入金は２億６，２８８万円で、対前年比１，０７９万円の増は、主に繰入金算定

ルールに伴う増、介護給付費準備基金繰入金の増によるものであります。

なお、予算書の３９４ページ、３９５ページには給与費明細書を添付しておりますので、

ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１１号 平成２６年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算について

ご説明申し上げます。

予算書の３９７ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は、歳入歳出それぞれ５億５，５７４万３，０００円と定めるものであります。
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それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。４１４ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比７万円の増は、主に健康診査受診勧奨

に伴う需用費及び役務費の増によるものであります。

４１６ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金で対前年比１３７万１，０００円の増は、主に保険基盤安定分負

担金の増によるものであります。

４１８ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で対前

年比８０万２，０００円の増は、主に健診委託料の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４０１ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款後期高齢者医療保険料は２億１，８８７万１，０００円で、対前年比１２

９万２，０００円の減は、主に保険料軽減額の増によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は２９万４，０００円で、対前年比２９万３，００

０円の増は、健康診査の推進事業に伴う高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金によるも

のであります。

３款繰入金は３億３，３５６万９，０００円で、対前年比２５８万３，０００円の増は、

一般会計繰入金のうち療養給付費分繰入金等が減になったものの、保険基盤安定分繰入金

が増となったことによるものであります。

５款諸収入は３００万８，０００円で、対前年比６６万７，０００円の増は、健康診査

の増に伴う受託事業収入の増によるものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 東 英男君 建設部長。

〇建設部長 金田芳一君 （登壇） 議案第９号 平成２６年度砂川市下水道事業特別会

計予算についてご説明申し上げます。

決算書の２９３ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８億１，２５９万４，０００円と定めるものであります。

第２条は、地方債であり、２９６ページ、第２表、地方債に記載のとおり、限度額を２

億２，６４０万円と定めるものであります。

第３条は、一時借入金であり、一時借入金の借り入れ最高額を３億円と定めるものであ

ります。

予算の主な内容につきましては、３１６ページの歳出から前年度予算との比較でご説明

申し上げます。１款下水道費、１項１目一般管理費３１９万８，０００円の減は、一つ丸、

一般管理事務に要する経費で起債償還金への繰入金充当減に伴う消費税３０８万５，００

０円の減が主なものであります。

２目維持管理費１０３万５，０００円の増は、一つ丸、下水道管渠維持管理に要する経

費で消費税率引き上げに伴う各委託料合計９６万７，０００円の増、空知太西地区で雨水
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対策として行っております３１９ページの公共下水道公共枡取りかえ修繕工事費３８０万

円の増及び中空知広域水道企業団の料金システム更新終了に伴う下水道使用料算定等事務

委託負担金３９３万６，０００円の減が主なものであります。

３目水洗化促進費は、前年度と同額であります。

３２０ページをお開き願います。４目公共下水道整備事業費１億１，２９９万９，００

０円の減は、二重丸、公共下水道整備事業費で工事請負費１億１，２１０万円の減及び委

託料で８５万円の減が主なものであります。平成２６年度の事業につきましては、説明欄

に記載のとおり交付金事業としてマンホールポンプ２カ所の改築工事と雨水管渠改築工事

延長５２メートル及び単独事業として同じく雨水管渠改築工事延長２８メートルを予定し

ております。また、委託料ではマンホールポンプの改築工事と雨水管渠改築工事に伴う建

設資材単価調査委託、あかね団地内の雨水対策として平成２７年度実施予定の雨水管渠新

設工事に伴う地質調査、測量、実施設計委託及び老朽管渠調査委託を予定しております。

３２２ページをお開き願います。５目流域下水道整備事業費１０９万６，０００円の減

は、一つ丸、流域下水道整備事業費で北海道が施工する流域下水道整備事業費の減に伴う

流域下水道整備工事負担金１１８万３，０００円の減が主なものであります。

３２４ページをお開き願います。２款個別排水処理事業費、１項１目個別排水処理事業

費１５９万８，０００円の増は、二重丸、整備事業に要する経費で消費税率引き上げ等に

伴う個別排水処理施設設置工事費９２万円の増及び一つ丸、維持管理に要する経費で同じ

く消費税率引き上げ等に伴う浄化槽維持管理委託料６６万６，０００円の増が主なもので

あります。

３２６ページをお開き願います。３款公債費、１項１目元金４，６６９万６，０００円

の減は、一つ丸、下水道地方債償還元金と、同じく一つ丸、個別排水処理地方債償還元金

で過去に借り入れした起債の償還終了に伴う５，１３５万５，０００円の減が主なもので

あります。

２目利子１，１４４万１，０００円の減は、一つ丸、下水道地方債償還利子と、同じく

一つ丸、個別排水処理地方債償還利子で償還経過に伴う１，０８４万８，０００円の減が

主なものであります。

３２８ページをお開き願います。４款諸支出金、１項１目過年度過誤納還付金５万４，

０００円の増は、本年度交付金事業で行った空知太中継ポンプ場改築工事により発生した

撤去鋼材等の売却収益のうち補助率２分の１を国に返納するものであります。

次に、歳入につきましては２９７ページの総括でご説明申し上げます。１款分担金及び

負担金で２６万円の減は、受益者負担金の納入完了に伴う減が主なものであります。

２款使用料及び手数料で９６０万２，０００円の増は、消費税率引き上げに伴う下水道

使用料の改定が主な要因であります。

３款国庫支出金で５，２５２万５，０００円の減は、交付金事業の減によるものであり
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ます。

４款財産収入の２万１，０００円につきましては、平成２６年度に実施予定のマンホー

ルポンプ２カ所の改築工事に伴い発生する撤去鋼材等の売却収益であります。

５款繰入金は、下水道事業特別会計の収支調整のため一般会計からの繰り入れであり、

３，５２６万４，０００円の減は地方債償還金の減等により収支不足調整額が減少してい

ることが主な要因であります。

７款諸収入で１万７，０００円の減は、水洗便所改造資金貸付金元利収入の減が主なも

のであります。

８款市債で９，４３０万円の減は、償還元金の減による資本費平準化債４，１２０万円

の減、事業費の減による公共下水道整備事業債２，６６０万円の減及び過疎対策事業債２，

６３０万円の減が主なものであります。

なお、３３０ページ以降は関連調書を添付しておりますので、お目通しをいただき、よ

ろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

訂正をさせていただきます。予算書を決算書と間違えました。訂正をさせていただきま

す。

〇議長 東 英男君 市立病院事務局長。

〇市立病院事務局長 小俣憲治君 （登壇） 議案第１２号 平成２６年度砂川市病院事

業会計予算につきましてご説明申し上げます。

１ページをごらんいただきたいと存じます。第２条は、業務の予定量であり、（１）、

病床数は４９８床、（２）、年間患者数は入院を１４万３０４人、外来を２５万９，９４

１人とし、（３）、１日平均患者数は入院を３８４人、外来を１，０５７人と予定したと

ころであります。（４）、主要な建設改良事業は、医療機械器具整備事業であります。

第３条は、収益的収入及び支出であり、病院事業収益は１２０億９，３７０万２，００

０円、病院事業費用は１５５億１，４２３万５，０００円と定めるものであります。

２ページをお開きいただきたいと存じます。第４条は、資本的収入及び支出であり、資

本的収入は５億４，９７５万２，０００円、資本的支出は１１億１，３０６万７，０００

円と定め、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億６，３３１万５，０００円

は過年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補填するものであります。

第５条は、企業債であり、医療機械器具整備事業の起債限度額を２億１，８１０万円と

定めるものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法はそれぞれ記載のとおりで

あります。

第６条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、消費税及び地方消費税に不足が

生じた場合における、医業費用及び医業外費用の間の流用と定めるものであります。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、（１）、職員
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給与費８６億３７万７，０００円、（２）、交際費２５０万円と定めるものであります。

第９条は、棚卸資産の購入限度額を１７億６３５万６，０００円と定めるものでありま

す。

４ページをお開きいただきたいと存じます。収益的収入でありますが、１項医業収益は

前年度より６億４，２６９万９，０００円増の１０８億２，０７６万１，０００円を予定

したところであります。主な内容といたしましては、１目入院収益は前年度より５億３，

１４２万２，０００円増の７７億６，３０５万６，０００円で、１人当たりの診療単価で

は前年度より４，８７６円増の５万５，３３０円、２目外来収益は前年度より１億４８０

万９，０００増の２８億３，１１６万２，０００円で、１人当たりの診療単価では前年度

より４５５円増の１万８９２円、３目その他医業収益は前年度より６４６万８，０００円

増の２億２，６５４万３，０００円を予定したところであります。

２項医業外収益は、前年度より１億４，４８６万円増の１１億７，４８２万６，０００

円を予定したところであります。主な内容といたしましては、１目受取利息配当金は前年

度より４４万４，０００円増の６７万７，０００円、２目補助金は前年度より５３７万５，

０００円減の５，８３３万３，０００円、６ページの３目負担金交付金は国の交付税算定

に基づいた市からの繰入金であり、前年度より７，４４３万２，０００円増の９億１，９

５３万円、４目患者外給食収益は新たな予算科目であり、研修医等医師に対して給食を提

供する際の個人負担分として１４９万８，０００円、５目長期前受け金戻入は会計制度見

直しに伴う新たな予算科目であり、７，２５１万７，０００円、６目その他医業外収益は

前年度より１３４万４，０００円増の１億２，２２７万１，０００円を予定したところで

あります。

３項看護専門学校収益は、前年度より１６万１，０００円減の８，５４３万９，０００

円を予定したところであります。

４項院内保育事業収益は、前年度より２５９万７，０００円増の１，２３７万６，００

０円を予定したところであります。

８ページをお開きいただきたいと存じます。５項特別利益は、前年度同額の３０万円を

予定したところであります。

１０ページをお開きいただきたいと存じます。収益的支出でありますが、１項医業費用

は前年度より７億８，１２７万６，０００円増の１３１億３，０８０万３，０００円を予

定したところであります。主な内容といたしましては、１目給与費は医師、看護師、医療

技術員等の職員数増に伴い前年度より６，９２８万５，０００円増の６４億３，４３１万

４，０００円を予定したところであり、３節賞与引当金繰入額、６節退職給付費、７節共

済組合負担金引当金繰入額は会計制度見直しに伴う新たな予算科目であり、予定額はそれ

ぞれ記載のとおりであります。

１２ページをお開きいただきたいと存じます。２目材料費は消費税の税率引き上げ及び
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抗がん剤や患者用医療材料の増などに伴い前年度より３億９，６１６万１，０００円増の

３２億６，８７８万１，０００円、３目経費は消費税の税率引き上げや光熱水費、燃料費

の増、また委託料において医療機器の保守点検業務の増などに伴い前年度より１億６，１

６４万５，０００円増の１８億１，４８２万４，０００円を予定したところであります。

なお、２節福祉協会負担金引当金繰入額及び１７ページの１９節貸倒引当金繰入額は、会

計制度見直しに伴う新たな予算科目であり、予定額はそれぞれ記載のとおりであります。

４目減価償却費は主に会計基準見直しでみなし償却制度の廃止に伴い前年度より１億１，

５２７万１，０００円増の１５億７８８万４，０００円、５目資産減耗費は医師住宅３棟

を除却するもので１９３万３，０００円、６目研究研修費は認定資格取得など診療体制整

備のための研修受講等で前年度より３，６９８万２，０００円増の１億３０６万７，００

０円を予定したところであります。

１８ページをお開きいただきたいと存じます。２項医業外費用は、前年度より２００万

５，０００円増の１億５，９４６万８，０００円を予定したところであります。主な内容

といたしましては、１目支払利息及び企業債取扱諸費は企業債利息の減に伴い前年度より

３２７万９，０００円減の１億４，５０２万２，０００円、２目患者外給食材料費は新た

な予算科目であり、医業外収益の患者外給食収益においてご説明申し上げました研修医等

医師に対し提供する給食の材料費であり、１４１万９，０００円、４目消費税は消費税の

税率引き上げに伴い前年度より３８６万５，０００円増の１，２０２万６，０００円を予

定したところであります。

３項看護専門学校費用は、前年度より６５万３，０００円増の１億９７４万２，０００

円を予定したところであり、１目給与費の３節賞与引当金繰入額、２１ページの６節退職

給付費、７節共済組合負担金引当金繰入額、２目経費の２節福祉協会負担金引当金繰入額

は会計制度見直しに伴う新たな予算科目であり、予定額はそれぞれ記載のとおりでありま

す。

２２ページをお開きいただきたいと存じます。４項院内保育事業費用は、前年度より１

８８万９，０００円増の２，１８８万２，０００円を予定したところであります。

５項特別損失においては、前年度より２０億３，２０９万１，０００円増の２０億９，

２３４万円を予定したところであります。主な内容といたしましては、会計制度見直しに

伴うものであり、１目減損損失は現在利用されていない吉野の医師住宅３棟を遊休資産と

して減損し、３４５万１，０００円、２４ページの５目手当は２億７，３６７万８，００

０円、６目共済組合負担金は４，６１８万１，０００円、７目福祉協会負担金は１２万７，

０００円、８目過年度退職給付引当金繰入額は１７億６，０５０万４，０００円、９目過

年度貸倒引当金繰入額は３８９万９，０００円を予定したものであります。

２６ページをお開きいただきたいと存じます。資本的収入でありますが、１項企業債は

医療機器購入に係る借り入れ予定額で、前年度より１億８，２１０万円減の２億１，８１
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０万円を予定したところであります。

２項投資償還金は、１目長期貸付金償還金において看護学生学資貸付金償還者の減に伴

い前年度より３４万１，０００円減の８１９万４，０００円を予定したところであります。

４項出資金は、国の交付税算定に基づいた市からの出資金で、繰り入れ基準である企業

債元金償還金の増に伴い前年度より５，８８８万６，０００円増の３億２，３４５万７，

０００円を予定したところであります。

２８ページをお開きいただきたいと存じます。資本的支出でありますが、１項建設改良

費は２目資産購入費においてＣＴコロノグラフィー用ワークステーションなど医療機械器

具の整備を図るものであり、前年度より２億５，９１４万４，０００円減の２億４，３８

５万５，０００円を予定したところであります。

２項企業債償還金は、１目元金償還金において前年度より６，３４９万５，０００円増

の８億５，７３４万４，０００円を予定したところであります。

３項投資は、１目長期貸付金において看護学生への学資貸付金の貸付予定者数の増に伴

い前年度より５５万２，０００円増の１，１８６万８，０００円を予定したところであり

ます。

３０ページ以降は、財務諸表など予算に関連する資料でありますが、会計制度見直しに

伴い３０ページの平成２６年度砂川市病院事業予定キャッシュフロー計算書は従前の資金

計画書から変更となったものであり、５２ページの注記に関しましては新たに追加となっ

たものであります。以上、ご高覧をいただき、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上

げます。

〇議長 東 英男君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 東 英男君 お諮りします。

３月１４日は、議案調査等のため本会議を休会にしたいと思います。このことにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月１４日は休会することに決定いたしました。

◎散会宣告

〇議長 東 英男君 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時５６分


